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　札幌市の下水道は、浸水の防除を主な目的として1926 年に始まりま
した。
　1950年代から1960年代にかけて、急激な人口増加や都市の発展に
伴い、生活環境の悪化や河川の汚濁が進行したことから、公衆衛生の向
上と公共用水域の水質保全を目的とした下水道の整備を本格的に進め、
1967年に創成川水再生プラザ※の運転を開始しました。
　その後、1972 年の札幌冬季オリンピックの開催を契機に、1970 年
代から1980年代にかけて集中的に下水道の整備を進めた結果、下水道
の普及が急速に進み、生活環境や河川水質が改善されました。

　また、浸水対策として、当初は５年に一度程度の確率で降る雨を排除
できるように下水道の整備を進めてきました。しかし、市街地が拡大した
1960年代以降、浸水被害が頻発したことから、１０年に一度程度の確率
で降る雨の排除に取り組み、1978 年に雨水拡充管※や雨水ポンプ場の
整備を開始しました。
　このように整備を進めてきた結果、下水道普及率は、1990 年代に約
９９％に達しました。
　近年は、施設の老朽化が進行していることから、計画的な改築に取り
組んでおり、建設事業※については改築・再構築事業が建設事業費の約
９０％を占めています。

2−1　札幌市の下水道のあゆみ

※水再生プラザ：下水を処理するための施設のこと。札幌市では2007年度に「下水処理場」から「水再生プラザ」に名称を変更した。
※雨水拡充管：大雨が降った時に、既設の管路施設の排水能力を超えた雨水を流す管のこと。増補管ともいう。
※建設事業：管路施設と処理施設の整備や改築のために必要となる設計、工事などの事業のこと。
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総人口・処理人口・下水道普及率・改築再構築事業費の割合の推移
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1926年
下水道事業
開始

1967年
創成川

水再生プラザ
運転開始

1970年
人口100万人

突破

1972年
札幌冬季
オリンピック
開催

1979年
豊平川に
サケが戻る

1984年
人口150万人

突破

1992年
人口170万人

突破

2009年
人口190万人

突破

2011年
札幌市下水道
ビジョン2020

策定

2020年
札幌市下水道
ビジョン2030

策定

総人口 処理人口 下水道普及率 建設事業費に占める改築・再構築事業費の割合

下水道普及率（%）
建設事業費に占める改築・再構築事業費の割合（%）

年度

90.0％

99.8%

人口（万人）
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コラム column

下水道の役割

生活環境の悪化 河川の汚濁

浸水の発生

雨水公費・汚水私費の原則
家庭や工場などから排出される汚水を直接下水道に排除することで、
生活環境を改善し、害虫の発生や感染症を防ぎます。

汚水を水再生プラザで処理してから河川に流すことで、河川や海をき
れいに保ちます。

雨を速やかに河川へ排除することで、浸水の発生を防ぎます。

下水処理に係る経費は、大きく「雨水の処理に係る経費」と「汚
水の処理に係る経費」の２つに分けられます。

雨水の処理に係る経費は、自然現象に起因する経費であることから、
主に税を原資とした公費（税金（一般会計繰入金※））で賄います。

汚水の処理に係る経費は、汚水を排出した使用者に起因する経費の
ため、使用者の私費（下水道使用料）で賄います。

このことを、「雨水公費・汚水私費の原則」といいます。

※一般会計繰入金：維持管理費や企業債の元利償還金のうち、雨水処理に係る経費など、一般会計が負担する経費相当分を下水道事業会計に繰り入れるものであり、主な原資は税金である。

下水道がないと…



1

2

3

4

5

6

7

8

9

西部スラッジセンター

手稲沈砂洗浄センター
手稲水再生プラザ

茨戸水再生プラザ
拓北水再生プラザ

拓北処理区拓北処理区

茨戸処理区茨戸処理区

創成川処理区創成川処理区

伏古川処理区伏古川処理区

新川処理区新川処理区

手稲処理区手稲処理区

豊平川処理区豊平川処理区

東部処理区東部処理区

定山渓処理区定山渓処理区

厚別処理区厚別処理区

創成川水再生プラザ

西部下水管理センター

東部下水管理センター

伏古川水再生プラザ

豊平川水再生プラザ

定山渓水再生プラザ

東部水再生プラザ

新川水再生プラザ

厚別水再生プラザ

東部スラッジセンター

厚別洗浄センター

簾舞中継
ポンプ場 藤野中継

ポンプ場

藻岩下第2中継ポンプ場

月寒川雨水
ポンプ場

豊平川
中継ポンプ場

手稲中継ポンプ場

茨戸西部
中継ポンプ場

手稲

新琴似

あいの里
教育大

麻生

栄町

宮の沢

桑園

さっぽろ

大通

福住

新さっぽろ

真駒内

茨戸中部
中継ポンプ場

茨戸東部
中継ポンプ場

川北中継
ポンプ場

米里中継ポンプ場

厚別川雨水
ポンプ場

伏古川雨水
ポンプ場

東雁来雨水ポンプ場

野津幌川
雨水ポンプ場

定山渓中継
ポンプ場

手稲前田第2埋立施設

凡　　　例
水再生プラザ
スラッジセンター
洗浄センター
下水管理センター
埋立施設
ポンプ場
地下鉄
J R
処理区

2−2　下水道施設の整備状況
　札幌市には、総延長約 8,300kmの管路と１０箇所の水再生プラザ、
１6箇所のポンプ場があります。
　さらに、水再生プラザから発生する下水汚泥※を処理する２箇所の
スラッジセンターがあります。また、水再生プラザやポンプ場、管路
施設などから発生する土砂やごみを洗浄する２箇所の洗浄センター
と、そこで洗浄され、資源化できないもの等を埋立する施設などが
あります。

2024年度末現在

下水道施設の位置図※汚泥：下水処理などの過程で発生する泥状の物質の総称のこと。
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コラム column

ポンプ ポンプ

汚泥

マンホール
下水道管の管内調査や
修繕などの際、人が中
に入って作業をします

本管
自然流下により下水
をポンプ場や水再生
プラザへ流します

沈砂池
ごみや土砂など
を取り除きます

最初沈殿池
下水をゆっくり流します。この
間に比重の大きいものを沈
殿させ、底にたまった汚泥は
スラッジセンターに送ります

反応タンク
微生物の働きに
より下水をきれ
いにします

最終沈殿池
反応タンクの微生物の働
きにより発生した汚泥と
処理水をゆっくり流すこ
とで分離させます

消毒タンク
処理水を
消毒します

取付管
公共ますに集水さ
れた下水を本管に

流します

水再生プラザ
下水をきれいにして
河川に放流します

スラッジセンター

下水処理の過程で発生
した汚泥を処理します

河川河川

ろ液 水再生プラザへ

脱水
汚泥

焼却炉で
脱水汚泥を
焼却

焼却炉で
脱水汚泥を
焼却

灰は
建設資材
などとして
有効利用

焼却灰は
建設資材
などとして
有効利用

脱水機
濃縮槽で濃縮した汚泥から、
さらに水分を分離します

中継ポンプ場
本管が地下深くなると維持
管理などが困難となるの
で、下水を地表近くまでポ
ンプでくみ上げます

汚泥を濃縮し、体積を
減少させます

濃縮槽

公共ます
家庭や事業場など
から出る下水を集

水します

下水道のしくみ～下水がきれいに処理されるまで～
家庭や事業場などから出る下水（汚水と雨水を合わせて下水といいます）は、下水道管を通じて水再生プラザに流入します。

水再生プラザに流入した下水は、ごみや土砂等を取り除いた後、微生物の働きなどにより処理し、河川に放流します。


